
建設工事等の業者の格付及び指名基準に関する要綱 

 

（総則） 

第１条 本町における建設請負工事等の業者の選定格付及び指名に関する基準については、

以下に定めるところによる。 

（業者の選定） 

第２条 町長は、業者の選定にあたり、地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定す

る者及び前年度又は当該年度において、別に定める「豊能町建設工事等請負業者入札参

加停止要綱」に該当することとなった業者のうち、情状が特に悪質と認められる者を入

札指名人名簿に登載せず、又は入札指名人名簿から削除することができる。 

（建設業者の客観評点等） 

第３条 町長は、豊能町契約規則第２０条第２項により、建設工事の種類及び客観評点（履

行能力）を入札指名人名簿に登載しなければならない。 

２ 建設業者の客観評点は、「建設業法第２７条の２３第３項の規定による経営事項審査の

項目及び基準」により算出された数値とする。 

（測量、設計業者の客観評点等） 

第４条 町長は、豊能町契約規則第２０条第２項により、測量、建築設計、土木設計の種

類及び客観評点（履行能力）を入札指名人名簿に登載しなければならない。 

２ 測量、建築設計、土木設計業者の客観評点は、「豊能町建設コンサルタント業務等請負

業者の資格を定める場合の客観評点の算定要領」により算出された数値とする。 

（業者の格付） 

第５条 業者の格付は、業者ごとの客観評点を基礎として次の区分により分別し、行うも

のとする。 

 

（１）土木工事 

等級 客観評点 

Ａ １，１８０点以上 

Ｂ ８８０点以上～１，１８０点未満 

Ｃ ６５０点以上～８８０点未満 

Ｄ ６５０点未満 

（２）建築工事 

等級 客観評点 

Ａ １，１２０点以上 

Ｂ ８８０点以上～１，１２０点未満 

Ｃ ６５０点以上～８８０点未満 

Ｄ ６５０点未満 

（３）その他の建設工事 

等級 客観評点 

Ａ ９６０点以上 

Ｂ ７３０点以上～９６０点未満 

Ｃ ７３０点未満 



（４）測量、建築設計、土木設計 

等級 客観評点 

Ａ ２２０点以上 

Ｂ １８５点以上～２２０点未満 

Ｃ １３０点以上～１８５点未満 

Ｄ １３０点未満 

 

２ 上記以外の業種については、格付を行わない。 

 

（等級対応金額） 

第６条 業者の格付等級に対応する建設工事等の設計金額及び指名業者数は、次のとおり

とする。 

（１）建築工事 

格付等級 設計金額（千円） 指名業者数 

Ａ ４００，０００以上 １２以上 

Ｂ ２００，０００以上～４００，０００未満 ８以上 

Ｃ ２００，０００未満 ７以上 

Ⅾ 
１ ８０，０００未満 ６以上 

２ ５０，０００未満 ５以上 

（２）土木工事 

格付等級 設計金額（千円） 指名業者数 

Ａ ２５０，０００以上 １２以上 

Ｂ １５０，０００以上～２５０，０００未満 ８以上 

Ｃ １５０，０００未満 ７以上 

Ｄ 
１ ５０，０００未満 ６以上 

２ ３０，０００未満 ５以上 

（３）その他の建設工事 

格付等級 設計金額（千円） 指名業者数 

Ａ １００，０００以上 １２以上 

Ｂ ５０，０００以上～１００，０００未満 ８以上 

Ｃ ５０，０００未満 ７以上 

Ｄ ２０，０００未満 ６以上 

（４）測量、建築設計、土木設計 

格付等級 設計金額（千円） 指名業者数 

Ａ ２５，０００以上 １２以上 

Ｂ １５，０００以上～２５，０００未満 ８以上 

Ｃ １５，０００未満 ７以上 

Ｄ ３，０００未満 ６以上 

２ 前項に規定する建設工事等のうち、請負業者審査会が認める場合又は工事等施行上特

殊な技術を要するものは、設計金額にかかわらず格付等級以上の業者を指名することが

できる。 



３ 第１項第４号に規定する業種以外の業務については、施行実績等を考慮し指名するこ

ととする。 

（業者の指名） 

第７条 町長は、次の各号に掲げる事項を総合勘案して、指名する業者の選定を行うもの

とする。 

（１）客観評点 

（２）同種同規模の事業の実績 

（３）技術者、機械設備の状況 

（４）手持工事の状況 

（５）社会的、経済的信用状況 

（指名の制限） 

第８条 次のいずれかに該当する場合は、指名を制限するものとする。 

（１）町が既に発注した工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、請負者と

して不適当であると認められる場合。 

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者等に関する措置請求に従わないこと等請負契約の

履行が不誠実であること。 

イ 一括下請け、下請け代金の支払い遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政

機関等からの情報により請負者の下請け契約関係が不適当であると認められること。 

（２）町が既に発注した工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指

導があり、明らかに請負者として不適当であると認められる場合。 

２ 前項に規定する制限期間は、その都度請負業者審査会において定める。 

（指名の取消） 

第９条 「豊能町建設工事等請負業者入札参加停止要綱」の別表各号のいずれかに該当し、

又は契約の相手方としてふさわしくない者であることが明らかになった場合は、指名を

取り消すことができる。 

（格付有効期間） 

第 10条 格付は受付年度に行うものとし、格付の有効期間は、定時登録については４月１

日から翌々年３月３１日まで、補正登録については４月１日から翌年３月３１日までと

する。ただし、豊能町契約規則第２０条第４項の規定により受付した場合の格付及び格

付の有効期間は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日より施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年５月１日より施行する。 


